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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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ベルトを外
はず

し、職員
しょくいん

が見
み

守
まも

りなが

ら過
す

ごしている。

県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

における身体
しんたい

拘束
こうそく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

（拘束
こうそく

種別
しゅべつ

毎
ごと

）

ベッドで過
す

ごす際
さい

、激
はげ

しく身体
からだ

を

上
じょう

下
げ

左右
さゆう

に動
うご

かすことがある。そ

の際
さい

に、導尿
どうにょう

カテーテルが捻
ね

じれ

て、閉塞
へいそく

することがあった。適切
てきせつ

な排泄管理
はいせつかんり

を行
おこな

いながら、ベッド

拘束
こうそく

帯
たい

の使
し

用
よう

を最小限
さいしょうげん

にするため

に、就寝時
しゅうしんじ

以外
いがい

は、車
くるま

いすでの過
す

ごしを優先
ゆうせん

している。本人
ほんにん

の様子
ようす

を細目
こまめ

に観察
かんさつ

し、変化
へんか

に留意
りゅうい

して

いく。

1

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

ベッド抑制帯
よくせいたい

解除
かいじょ

後
ご

、自
みずか

らうつ伏
ぶ

せになってい

る。その際
さい

、導尿
どうにょう

カテーテルが捻
ね

じれて閉塞
へいそく

して

いる。これまでも泌尿器科
ひにょうきか

疾患
しっかん

を繰
く

り返
かえ

してお

り、カテーテルの適正
てきせい

管理
かんり

について医師
いし

から、

「清潔
せいけつ

に保
たも

ち閉塞
へいそく

させないような支援
しえん

に留意
りゅうい

する

ように」との指導
しどう

があった。今後
こんご

の健康
けんこう

面
めん

に配慮
はいりょ

しながら、行動
こうどう

制限
せいげん

解除
かいじょ

の取組
とりく

みを進
すす

める。

ベッド抑制
よくせい

帯
たい

解除
かいじょ

後
ご

、うつ伏
ぶ

せの

姿
し

勢
ぜい

になったり、体
からだ

を跳
は

ね上
あ

げる

動
うご

きがあり、度々
たびたび

、カテーテルが

閉塞
へいそく

する。排泄
はいせつ

管理
かんり

、衛生
えいせい

管理
かんり

に

配慮
はいりょ

し、就寝中
しゅうしんちゅう

のみに限定
げんてい

して対
たい

応
おう

している。日中
にっちゅう

は、車
くるま

いすで過
す

ごすことを優先
ゆうせん

して、対応
たいおう

する。

ベッド就寝中
しゅうしんちゅう

、体
からだ

を動
うご

かし、うつ

伏
ぶ

せになることで、導尿
どうにょう

カテーテ

ルが閉塞
へいそく

することがある。ベッド

拘束
こうそく

帯
たい

の使用
しよう

を、就寝時
しゅうしんじ

に限定
げんてい

し

て対応
たいおう

している。日中
にっちゅう

は、できる

だけ車
くるま

いすで過
す

ごすことを優先
ゆうせん

す

る。

　拘束
こうそく

種別
しゅべつ

：

　拘束
こうそく

時間
じかん

：未記入
みきにゅう

は未実施
みじっし

、A＝30分
ぷん

未満
みまん

、B＝30分以上
ぷんいじょう

１時間
じかん

未満
みまん

、C＝１時間以上
じかんいじょう

４時間
じかん

未満
みまん

、D＝４時間以上
じかんいじょう

８時間
じかん

未満
みまん

、E＝８時間
じかん

以上
いじょう

24時間
じかん

未満
みまん

、F＝24時間
じかん

やむを得
え

ず、車
くるま

いすやベッドに拘束
こうそく

帯
たい

等
とう

で拘束
こうそく

する

　実
じつ

 施
し

 月
づき

：　令和
れいわ

５年
ねん

４月
がつ

の実施
じっし

状況
じょうきょう

ベルトを外
はず

し、職員
しょくいん

が見
み

守
まも

りながら過
す

ごしてい

る。予定
よてい

どおり4月
がつ

末
まつ

をもって、身体
しんたい

拘束
こうそく

を終了
しゅうりょう

する。

必要
ひつよう

な場合
ばあい

を除
のぞ

き、車
くるま

いすのベルトは、使用
しよう

して

いない。

必要
ひつよう

な場合
ばあい

を除
のぞ

き、車
くるま

いすのベル

トは、使用
しよう

していない。

ベルトを外
はず

し、職員
しょくいん

が見
み

守
まも

りなが

ら過
す

ごしている。4月
がつ

のユニット会
かい

議
ぎ

と身体
しんたい

拘束
こうそく

判定
はんてい

会議
かいぎ

にて、4月
がつ

末
まつ

での終了
しゅうりょう

を確認
かくにん

した。

必要
ひつよう

な場合
ばあい

を除
のぞ

き、車
くるま

いすのベル

トは、使用
しよう

していない。

ベルトを外
はず

し、職員
しょくいん

が見
み

守
まも

りなが

ら過
す

ごしている。

必要
ひつよう

な場合
ばあい

を除
のぞ

き、車
くるま

いすのベル

トは、使用
しよう

していない。

2

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

3

取組状況
とりくみじょうきょう
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25日
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5

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

4

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

6日
にち

、車
くるま

いすに乗
の

っている状態
じょうたい

で発
ほっ

作
さ

を起
お

こし転倒
てんとう

した。本人
ほんにん

が車い

すから降
お

りて過
す

ごすことを拒否
きょひ

し

たため、職員
しょくいん

が見守
みまも

りできない時
じか

間
ん

はベルトを使用
しよう

した。

ベルトを使用
しよう

することなく、安全
あんぜん

に過
す

ごした。

ベルトを使用
しよう

することなく、安全
あんぜん

に過
す

ごした。
ベルトを使用

しよう

することなく、安全
あんぜん

に過
す

ごした。

4月
がつ

9日
にち

、起床後
きしょうご

に激
はげ

しい体動
たいどう

を伴
ともな

う発作
ほっさ

があり、抑制帯
よくせいたい

を使用
しよう

して

6:45～9:17までベッドで静養
せいよう

して

いただいた。それ以外
いがい

は見守
みまも

り強
きょ

化
うか

をすることで、日中
にっちゅう

の静養時
せいようじ

は、抑制帯
よくせいたい

を解除
かいじょ

して休
やす

んでい

る。夜間
やかん

帯
たい

については、身体
しんたい

拘束
こうそく

の解除
かいじょ

に向
む

けた検討
けんとう

を続
つづ

けてい

る。

4月
がつ

18日
にち

の昼
ひる

に発作
ほっさ

があり、抑制帯
よくせいたい

を使用
しよう

して11:53～13:50までベッ

ドで静養
せいよう

していただいた。それ以
いが

外
い

は見
み

守
まも

り強化
きょうか

をすることによ

り、日中
にっちゅう

の抑制帯
よくせいたい

を解除
かいじょ

してい

る。夜間
やかん

帯
たい

については、身体
しんたい

拘束
こうそく

の解除
かいじょ

に向
む

けた検討
けんとう

を続
つづ

けてい

る。

見
み

守
まも

り強化
きょうか

をすることで、日中
にっちゅう

の静養
せいよう

時
じ

は、抑制
よくせい

帯
たい

を解除
かいじょ

して休
やす

んでいる。

発作
ほっさ

についてのデータを検証
けんしょう

し、身体拘束
しんたいこうそく

を行
おこな

わ

ずに安全
あんぜん

を確保
かくほ

できないか、ということと併
あわ

せ

て、引
ひ

き続
つづ

き、夜間
やかん

帯
たい

の身体
しんたい

拘束
こうそく

解除
かいじょ

に向
む

けた検
けん

討
とう

を続
つづ

けている。

見守
みまも

り強化
きょうか

をすることで、日中
にっちゅう

の

静養
せいよう

時
じ

は抑制帯
よくせいたい

を解除
かいじょ

して休
やす

んで

いる。

夜間
やかん

帯
たい

については、身体
しんたい

拘束
こうそく

の解
かい

除
じょ

に向
む

けた検討
けんとう

を続
つづ

けている。
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　拘束時間
こうそくじかん

：未記入
みきにゅう

は未実施
みじっし

、A＝30分
ぷん

未満
みまん

、B＝30分
ぷん

以上
いじょう

１時間
じかん

未満
みまん

、C＝１時間
じかん

以上
いじょう

４時間
じかん

未満
みまん

、D＝４時間
じかん

以上
いじょう

８時間
じかん

未満
みまん

、E＝８時間
じかん

以上
いじょう

24時間
じかん

未満
みまん

、F＝24時間
じかん

1

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

ミトン解除
かいじょ

中
ちゅう

、陰部
いんぶ

を強
つよ

く掻
か

き壊
こわ

し、少量
しょうりょう

の出血
しゅっけつ

が確認
かくにん

された。こ

れまでも同様
どうよう

の行為
こうい

によって受傷
じゅしょう

を繰
く

り返
かえ

しており、怪我
けが

の潰瘍
かいよう

化
か

の恐
おそ

れがあるため、行動
こうどう

観察
かんさつ

しな

がら自
じ

傷
しょう

を防止
ぼうし

し、ミトン使用
しよう

の

軽減
けいげん

に取組
とりく

む。

2

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

ミトン解除
かいじょ

中
ちゅう

、両腕
りょううで

の上腕
じょうわん

部
ぶ

を爪
つめ

で強
つよ

く掻
か

き壊
こわ

し、少量
しょうりょう

の出血
しゅっけつ

が確
かく

認
にん

された。これまでも同様
どうよう

の行為
こうい

によって受傷
じゅしょう

を繰
く

り返
かえ

しており、

行動
こうどう

観察
かんさつ

しながら自
じ

傷
しょう

を防止
ぼうし

し、

ミトン使用
しよう

の軽減
けいげん

に取組
とりく

む。

ミトン解除後
かいじょご

、職員
しょくいん

が傍
そば

を離
はな

れると右手首
みぎてくび

付近
ふきん

に

ある傷
きず

が気
き

になる様子
ようす

で瘡蓋
かさぶた

を爪
つめ

て掻
か

いていた。

現在
げんざい

治療中
ちりょうちゅう

であり痒
かゆ

みが発生
はっせい

していることを考慮
こうりょ

して痒
かゆ

み止
ど

めを塗布
とふ

するが行動
こうどう

に変化
へんか

は見
み

られな

い。今後
こんご

も行動
こうどう

に留意
りゅうい

しながら、解除
かいじょ

に取組
とりく

む。

ミトン解除中
かいじょちゅう

、右手
みぎて

親指
おやゆび

を噛
か

む、

手首
てくび

を掻
か

き壊
こわ

す受傷
じゅしょう

によって、少
しょ

量
うりょう

の出血
しゅっけつ

が確認
かくにん

された。繰
く

り返
かえ

し

同
おな

じ場所
ばしょ

を受傷
じゅしょう

しており、潰瘍化
かいようか

の可能性
かのうせい

があるため、傷
きず

の悪化
あっか

を

防
ふせ

ぎ、内服薬
ないふくやく

、塗布
とふ

薬等
やくなど

を使用
しよう

し

ている。症状
しょうじょう

の緩和
かんわ

を行
おこな

いなが

ら、解除
かいじょ

の取組
とりく

みを継続
けいぞく

してい

く。

ミトン解除中
かいじょちゅう

、鼻腔
びくう

に指
ゆび

を入
い

れ出
しゅっ

血
けつ

が確認
かくにん

された。同
おな

じような出血
しゅっけつ

を繰
く

り返
かえ

しているため職員
しょくいん

が見守
みまも

りを行
おこな

い、散歩
さんぽ

や手遊
てあそ

びなどを取
と

り入
い

れながら、ミトンの解除
かいじょ

に取
と

取組
とりく

む。

ミトン解除中
かいじょちゅう

、腰
こし

にある治療中
ちりょうちゅう

の傷
きず

を爪
つめ

で掻
か

き、

少量
しょうりょう

の出血
しゅっけつ

が確認
かくにん

された。これまでも受傷
じゅしょう

を繰
く

り

返
かえ

しており、傷
きず

の悪化
あっか

が懸念
けねん

されるため、健康
けんこう

に

配慮
はいりょ

しながら治療
ちりょう

を優先
ゆうせん

した対応
たいおう

を行
おこな

う。

ミトン解除
かいじょ

中
ちゅう

、自身
じしん

の唾液
だえき

が付着
ふちゃく

した状態
じょうたい

の指
ゆび

を目
め

に入
い

れることを

繰
く

り返
かえ

している。これまでも同様
どうよう

の行為
こうい

により結膜
けつまく

炎
えん

を発症
はっしょう

してお

り、右目
みぎめ

は失明
しつめい

、左目
ひだりめ

は白内障
はくないしょう

が

進行
しんこう

中
ちゅう

であることから、さらに注
ちゅ

意
うい

して見守
みまも

りを行
おこな

っていく。

ミトン解除中
かいじょちゅう

、下半身
かはんしん

を強
つよ

く掻
か

き

壊
こわ

し、出血
しゅっけつ

が確認
かくにん

された。日中
にっちゅう

、

散歩
さんぽ

をしたり、手
て

にタオルを持
も

つ

など、意識的
いしきてき

な活動
かつどう

を行
おこな

ってい

る。自傷
じしょう

に至
いた

らないよう配慮
はいりょ

し、

ミトン使用
しよう

の軽減
けいげん

を図
はか

る。

県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

における身体
しんたい

拘束
こうそく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

（拘束
こうそく

種別
しゅべつ

毎
ごと

）

　拘束
こうそく

種別
しゅべつ

： やむを得
え

ず、手指
しゅし

の機能
きのう

を制限
せいげん

するためにミトン型
がた

の手袋
てぶくろ

を付
つ

ける

　実
じつ

 施
し

 月
づき

：　令和
れいわ

５年
ねん

４月
がつ

の実施
じっし

状況
じょうきょう
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3

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

「声
こえ

を上
あ

げる等
など

の落
お

ち着
つ

かない様
よう

子
す

」や「鎖骨
さこつ

や腕
うで

の傷
きず

を掻
か

いて出
しゅっ

血
けつ

する自傷
じしょう

行為
こうい

」が確認
かくにん

された。

職員
しょくいん

や他
ほか

の利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

（掴
つか

みかかり、指
ゆび

捻
ね

じり）が見
み

ら

れた際
さい

は一時的
いちじてき

にミトンを使用
しよう

し

て行動
こうどう

制限
せいげん

を実施
じっし

した。「日中
にっちゅう

の

散歩
さんぽ

」または、「本人
ほんにん

が好
この

む音楽
おんがく

を提供
ていきょう

」し、情
じょう

緒
ちょ

の安定
あんてい

を図
はか

りな

がら、ミトンの解除
かいじょ

・軽減
けいげん

に取組
とりく

む。

新年度
しんねんど

に入
はい

り、寮内
りょうない

に異動
いどう

してき

た複数
ふくすう

の職員
しょくいん

が勤務
きんむ

したことも影
えい

響
きょう

し、声
こえ

上
あ

げ等
など

、落
お

ち着
つ

かない様
よう

子
す

が見
み

られた。引
ひ

き続
つづ

き、鎖骨
さこつ

や

腕
うで

の受傷
じゅしょう

行為
こうい

が確認
かくにん

された。職員
しょくいん

や他
ほか

の利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

が見
み

ら

れた際
さい

は、一時的
いちじてき

にミトンによる

行動
こうどう

制限
せいげん

を実施
じっし

している。

「声
こえ

を上
あ

げる等
など

の落
お

ち着
つ

かない様
よう

子
す

」や「鎖骨
さこつ

や腕
うで

の傷
きず

を掻
か

いて出
しゅっ

血
けつ

する自傷
じしょう

行為
こうい

」が確認
かくにん

された。

職員
しょくいん

や他
ほか

の利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

（掴
つか

みかかり、指
ゆび

捻
ね

じり）が見
み

ら

れた際
さい

は、一時的
いちじてき

にミトンを使用
しよう

して行動
こうどう

制限
せいげん

を実施
じっし

した。「日中
にっちゅう

の散歩
さんぽ

」または、「本人
ほんにん

が好
この

む音
おん

楽
がく

を提供
ていきょう

」し、情
じょう

緒
ちょ

の安定
あんてい

を図
はか

り

ながら、ミトンの解除
かいじょ

・軽減
けいげん

に取
とり

組
く

む。

24日
にち

、28日
にち

～30日
にち

は落
お

ち着
つ

いていたので、ミトン

による行動
こうどう

制限
せいげん

は実施
じっし

していない。引
ひ

き続
つづ

き「日
にっ

中
ちゅう

の散歩
さんぽ

」または、「本人
ほんにん

が好
この

む音楽
おんがく

を提供
ていきょう

」

し、情緒
じょうちょ

の安定
あんてい

を図
はか

りながら、ミトンの解除
かいじょ

・軽
けい

減
げん

に取組
とりく

む。



No. 実施
じっし

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち

７日
にち

８日
にち

９日
にち

10日
にち

11日
にち

12日
にち

13日
にち

14日
にち

15日
にち

16日
にち

17日
にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
にち

27日
にち

28日
にち

29日
にち

30日
にち

31日
にち

拘束
こうそく

時間
じかん

A

拘束
こうそく

時間
じかん

A A A

拘束
こうそく

時間
じかん

A A A A A A A

この期間中
きかんちゅう

、他
ほか

の利用者
りようしゃ

への干渉
かんしょう

や粗暴
そぼう

行為
こうい

はなく、拘束
こうそく

は実施
じっし

し

なかった。

強迫的
きょうはくてき

に掲示物
けいじぶつ

を剥
は

がそうとする

ため、一時的
いちじてき

に複数
ふくすう

職員
しょくいん

での制止
せいし

を実施
じっし

した。

この期間中
きかんちゅう

、他
ほか

の利用者
りようしゃ

への干渉
かんしょう

や粗暴
そぼう

行為
こうい

はな

く、拘束
こうそく

は実施
じっし

しなかった。

この期間中
きかんちゅう

、他
ほか

の利用者
りようしゃ

への干渉
かんしょう

や粗暴
そぼう

行為
こうい

はなく、拘束
こうそく

は実施
じっし

し

なかった。

　拘束時間
こうそくじかん

：未記入
みきにゅう

は未実施
みじっし

、A＝30分
ぷん

未満
みまん

、B＝30分
ぷん

以上
いじょう

１時間
じかん

未満
みまん

、C＝１時間
じかん

以上
いじょう

４時間
じかん

未満
みまん

、D＝４時間
じかん

以上
いじょう

８時間
じかん

未満
みまん

、E＝８時間
じかん

以上
いじょう

24時間
じかん

未満
みまん

、F＝24時間
じかん

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

1

県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

における身体
しんたい

拘束
こうそく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

（拘束
こうそく

種別
しゅべつ

毎
ごと

）

　拘束
こうそく

種別
しゅべつ

： やむを得
え

ず、支援者
しえんしゃ

が自分
じぶん

の体
からだ

で利用者
りようしゃ

を押
お

さえて行動
こうどう

を制限
せいげん

する

　実
じつ

 施
し

 月
づき

：　令和
れいわ

５年
ねん

４月
がつ

の実施
じっし

状況
じょうきょう

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

2

3

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

職員
しょくいん

への突発的
とっぱつてき

な粗暴
そぼう

が出
で

た際
さい

に、粗暴
そぼう

行為
こうい

が収
おさ

まらず、ホール

ディングを実施
じっし

した。

実施
じっし

頻度
ひんど

は変化
へんか

がないように見
み

ら

れるが、相互
そうご

理解
りかい

する関
かか

わり方
かた

と

して、言葉
ことば

のやり取
と

りをすること

で、粗暴
そぼう

に至
いた

らず、完結
かんけつ

すること

も増
ふ

えている。

この期間中
きかんちゅう

は、拘束
こうそく

は未実施
みじっし

だっ

た。「職員
しょくいん

の関
かか

わり」「対応
たいおう

者
しゃ

を

変
か

える」など、切
き

り替
か

えを図
はか

り、

不安定
ふあんてい

時
じ

でも拘束
こうそく

に至
いた

らず、過
す

ご

せた。

23日
にち

と29日
にち

は、不安定
ふあんてい

状態
じょうたい

になり、職員
しょくいん

への粗暴
そぼう

行為
こうい

が収
おさ

まらず、短時間
たんじかん

の実施
じっし

となった。

この期間中
きかんちゅう

、ホールディングは実
じっ

施
し

していない。「職員
しょくいん

の関
かか

わり」

「対応者
たいおうしゃ

を替
か

えて、切
き

り替
か

えを図
はか

る」などにより、不
ふ

安定
あんてい

時
じ

でも、

拘束
こうそく

に至
いた

るような状況
じょうきょう

には、なら

なかった。

職員
しょくいん

への突発的
とっぱつてき

な粗暴
そぼう

が出
で

た際
さい

に、粗暴
そぼう

行為
こうい

が収
おさ

まらず、ホールディングを実施
じっし

した。

実施
じっし

頻度
ひんど

は変化
へんか

がないように見
み

られるが、相互
そうご

理
りか

解
い

する関
かか

わり方
かた

として、言葉
ことば

のやり取
と

りをするこ

とで、粗暴
そぼう

に至
いた

らず、完結
かんけつ

することも増
ふ

えてい

る。

職員
しょくいん

への突発的
とっぱつてき

な粗暴
そぼう

が出
で

た際
さい

に、粗暴
そぼう

行為
こうい

が収
おさ

まらず、ホール

ディングを実施
じっし

した。

実施
じっし

頻度
ひんど

は変化
へんか

がないように見
み

ら

れるが、相互
そうご

理解
りかい

する関
かか

わり方
かた

と

して、言葉
ことば

のやり取
と

りをすること

で、粗暴
そぼう

に至
いた

らず、完結
かんけつ

すること

も増
ふ

えている。

17日
にち

は、不安定
ふあんてい

状態
じょうたい

になり、職員
しょくいん

への粗暴
そぼう

が収
おさ

まらなかった。安全
あんぜん

確保
かくほ

を考
かんが

え、ホールディングを実
じっ

施
し

した。

職員
しょくいん

への突発的
とっぱつてき

な粗暴
そぼう

が出
で

た際
さい

に、粗暴
そぼう

行為
こうい

が収
おさ

まらず、ホール

ディングを実施
じっし

した。

実施
じっし

頻度
ひんど

は変化
へんか

がないように見
み

ら

れるが、相互
そうご

理解
りかい

する関
かか

わり方
かた

と

して、言葉
ことば

のやり取
と

りをすること

で、粗暴
そぼう

に至
いた

らず、完結
かんけつ

すること

も増
ふ

えている。



No. 実施
じっし

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち

７日
にち

８日
にち

９日
にち

10日
にち

11日
にち

12日
にち

13日
にち

14日
にち

15日
にち

16日
にち

17日
にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
にち

27日
にち

28日
にち

29日
にち

30日
にち

31日
にち

拘束
こうそく

時間
じかん

A A

拘束
こうそく

時間
じかん

A

拘束
こうそく

時間
じかん

24日
にち

は、職員
しょくいん

の顔
かお

を叩
たた

く行為
こうい

があった。複数
ふくすう

の職
しょ

員
くいん

で対応
たいおう

したが、顔
かお

を叩
たた

く、噛
か

みつくなどの粗暴
そぼう

行為
こうい

が激
はげ

しくなった。安全
あんぜん

確保
かくほ

を考
かんが

え、短時間
たんじかん

で

のホールディングを実施
じっし

した。

19日
にち

は、他
ほか

の利用者
りようしゃ

と接触
せっしょく

する距
きょ

離
り

まで顔
かお

を近
ちか

づけ、職員
しょくいん

が離
はな

そう

うとすると、職員
しょくいん

を爪
つめ

で引
ひ

っ掻
か

く

などの粗暴
そぼう

行為
こうい

が止
と

まらなかっ

た。短時間
たんじかん

でのホールディングを

実施
じっし

した。

4

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

この期間
きかん

は、ホールディングは実
じっ

施
し

しなかった。「職員
しょくいん

とのコミュ

ニケーション」「落
お

ち着
つ

いた環境
かんきょう

の提供
ていきょう

」など、安心
あんしん

できる生活
せいかつ

環
かん

境
きょう

の提供
ていきょう

と、見
み

通
とお

しが持
も

てる支援
しえん

を行
おこな

うことで、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽
けい

減
げん

に向
む

けた取組
とりく

みを実施
じっし

してい

る。

この期間
きかん

は、ホールディングは実
じっ

施
し

しなかった。「職員
しょくいん

とのコミュ

ニケーション」「落
お

ち着
つ

いた環境
かんきょう

の提供
ていきょう

」など、安心
あんしん

できる生活
せいかつ

環
かん

境
きょう

の提供
ていきょう

と、見
み

通
とお

しが持
も

てる支援
しえん

を行
おこな

うことで、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽
けい

減
げん

に向
む

けた取組
とりく

みを実施
じっし

してい

る。

この期間
きかん

のホールディングは、実
じっ

施
し

していない。不安定
ふあんてい

時
じ

には、

「居室
きょしつ

へ移動
いどう

するといった場面
ばめん

の

切
き

り替
か

え」や「音楽
おんがく

を提供
ていきょう

すると

いった気分
きぶん

の切
き

り替
か

え」を図
はか

り、

身体
しんたい

拘束
こうそく

に至
いた

らないよう、配慮
はいりょ

し

た支援
しえん

を行
おこな

っている。

27日
にち

は、日中
にっちゅう

活動
かつどう

終了後
しゅうりょうご

に作業
さぎょう

室
しつ

の床
ゆか

のガムテー

プへのこだわりをきっかけに、「こだわり行動
こうどう

」

が広
ひろ

がった。制止
せいし

しようとした職員
しょくいん

の顔
かお

を叩
たた

こう

としたので、居室
きょしつ

誘導
ゆうどう

の間
あいだ

、ホールディングを実
じっ

施
し

した。

「ひらがなでスケジュールを視覚的
しかくてき

に伝
つた

える」

「事前
じぜん

に次
つぎ

の予
よ

定
てい

を伝
つた

える」「生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

」

など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりく

みを実施
じっし

している。この期間
きかん

、ホールディングは実施
じっし

しな

かった。

この期間
きかん

のホールディングは、実
じっ

施
し

していない。不安定
ふあんてい

時
じ

には、

「居室
きょしつ

へ移動
いどう

するといった場面
ばめん

の

切
き

り替
か

え」や「音楽
おんがく

を提供
ていきょう

すると

いった気分
きぶん

の切
き

り替
か

え」を図
はか

り、

身体
しんたい

拘束
こうそく

に至
いた

らないよう、配慮
はいりょ

し

た支援
しえん

を行
おこな

っている。

「ひらがなでスケジュールを視
し

覚
かく

的
てき

に伝
つた

える」「事前
じぜん

に次
つぎ

の予
よ

定
てい

を

伝
つた

える」「生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

」な

ど、身体拘束
しんたいこうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

けた

取組
とりく

みを実施
じっし

している。この期
き

間
かん

、ホールディングは、実施
じっし

しな

かった。

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

この期間
きかん

は、ホールディングは実
じっ

施
し

しなかった。「職員
しょくいん

とのコミュ

ニケーション」「落
お

ち着
つ

いた環境
かんきょう

の提供
ていきょう

」など、安心
あんしん

できる生活
せいかつ

環
かん

境
きょう

の提供
ていきょう

と、見
み

通
とお

しが持
も

てる支援
しえん

を行
おこな

うことで、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽
けい

減
げん

に向
む

けた取組
とりく

みを実施
じっし

してい

る。

「ひらがなでスケジュールを視
し

覚
かく

的
てき

に伝
つた

える」「事前
じぜん

に次
つぎ

の予
よ

定
てい

を

伝
つた

える」「生活
せいかつ

環
かん

境
きょう

の整備
せいび

」な

ど、身体拘束
しんたいこうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

けた

取組
とりく

みを実施
じっし

している。この期
き

間
かん

、ホールディングは実施
じっし

してい

ない。

「ひらがなでスケジュールを視
し

覚
かく

的
てき

に伝
つた

える」「事前
じぜん

に次
つぎ

の予
よ

定
てい

を

伝
つた

える」「生活
せいかつ

環
かん

境
きょう

の整備
せいび

」な

ど、身体拘束
しんたいこうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

けた

取組
とりく

みを実施
じっし

している。この期
き

間
かん

、ホールディングは実施
じっし

しな

かった。

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

6

5



No. 実施
じっし

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち

７日
にち

８日
にち

９日
にち

10日
にち

11日
にち

12日
にち

13日
にち

14日
にち

15日
にち

16日
にち

17日
にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
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27日
にち
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にち

29日
にち

30日
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31日
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時間
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拘束
こうそく

時間
じかん

B B A B

この期間
きかん

、ホールディングの実施
じっし

はなかった。

他
ほか

の利用者
りようしゃ

の私物
しぶつ

を使用
しよう

しようと

していたため、職員
しょくいん

が声
こえ

をかけ制
せい

止
し

したところ、職員
しょくいん

への粗暴
そぼう

行為
こうい

（頭突
ずつ

き・噛
か

みつき・掴
つか

みかか

り）があった。顔色
かおいろ

と体調
たいちょう

の様子
ようす

を観察
かんさつ

しつつ、本人
ほんにん

が落
お

ち着
つ

くま

で１時間
じかん

程度
ていど

、拘束
こうそく

と解除
かいじょ

を繰
く

り

返
かえ

した。

寮内
りょうない

の居室
きょしつ

外
がい

で過
す

ごしていた時
とき

に、他
ほか

の利用者
りようしゃ

へ

の粗暴
そぼう

行為
こうい

があった。居室
きょしつ

誘導
ゆうどう

の間
あいだ

、短時間
たんじかん

の

ホールディングを実施
じっし

した。他者
たしゃ

との良好
りょうこう

な関
かか

わ

り方
かた

の習得
しゅうとく

と、職員
しょくいん

との信頼
しんらい

関係
かんけい

構築
こうちく

を目指
めざ

し取
とり

組
く

みを継続
けいぞく

している。

寮内
りょうない

の居室
きょしつ

外
がい

で過
す

ごしていた時
とき

に、他
ほか

の利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

が

あった。居室
きょしつ

誘導
ゆうどう

の間
あいだ

、短時間
たんじかん

の

ホールディングを実施
じっし

した。他者
たしゃ

との良好
りょうこう

な関
かか

わり方
かた

の習得
しゅうとく

と、職
しょ

員
くいん

との信頼
しんらい

関係
かんけい

構築
こうちく

を目指
めざ

し取組
とりく

みを継続
けいぞく

している。

おやつの時間
じかん

に、他
ほか

の利用者
りようしゃ

への

粗暴
そぼう

行為
こうい

（噛
か

みつき）があった。

制止
せいし

しようとすると、余計
よけい

に興奮
こうふん

状態
じょうたい

となるため、横
よこ

に寝
ね

た状態
じょうたい

で

上半身
じょうはんしん

と下半身
かはんしん

のホールディング

を実施
じっし

した。職員
しょくいん

が声
こえ

をかけ、本
ほん

人
にん

が落
お

ち着
つ

いたところで拘束
こうそく

を解
かい

除
じょ

した。

他
ほか

の利用者
りようしゃ

、職員
しょくいん

への粗暴
そぼう

行為
こうい

が

あった。居室
きょしつ

へ戻
もど

るが、興奮
こうふん

状態
じょうたい

が収
おさ

まらず、噛
か

みつき行為
こうい

などが

見
み

られたので、ホールディングを

実施
じっし

した。顔色
かおいろ

と体調
たいちょう

を観察
かんさつ

しつ

つ、１時間
じかん

程度
ていど

拘束
こうそく

と解除
かいじょ

を繰
く

り

返
かえ

した。

寮内
りょうない

の居室
きょしつ

外
がい

で過
す

ごしていた時
とき

に、他
ほか

の利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

が

あった。居室
きょしつ

誘導
ゆうどう

の間
あいだ

、短時間
たんじかん

の

ホールディングを実施
じっし

した。他者
たしゃ

との良好
りょうこう

な関
かか

わり方
かた

の習得
しゅうとく

と、職
しょ

員
くいん

との信頼
しんらい

関係
かんけい

構築
こうちく

を目指
めざ

し取組
とりく

みを継続
けいぞく

している。

寮内
りょうない

の居室
きょしつ

外
がい

で過
す

ごしていた時
とき

に、他
ほか

の利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

が

あった。居室
きょしつ

誘導
ゆうどう

の間
あいだ

、短時間
たんじかん

の

ホールディングを実施
じっし

した。他者
たしゃ

との良好
りょうこう

な関
かか

わり方
かた

の習得
しゅうとく

と、職
しょ

員
くいん

との信頼
しんらい

関係
かんけい

構築
こうちく

を目指
めざ

し取組
とりく

みを継続
けいぞく

している。

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

取組
とりくみ

状況
じょうきょう
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No. 実施
じっし

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち
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にち
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にち

９日
にち
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にち

11日
にち

12日
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にち
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にち
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にち
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にち
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にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
にち

27日
にち

28日
にち

29日
にち

30日
にち

31日
にち

拘束
こうそく

時間
じかん

拘束
こうそく

時間
じかん

拘束
こうそく

時間
じかん

1

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

2

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

3

この期間
きかん

、居室施錠
きょしつせじょう

は実施
じっし

しなかった。「職
しょく

員
いん

の

関
かか

わり」「対応者
たいおうしゃ

を替
か

えて、切
き

り替
か

えを図
はか

る」な

どにより、不
ふ

安定
あんてい

時
じ

に、施錠
せじょう

に至
いた

るような状況
じょうきょう

と

はならなかった。

この期間
きかん

、居室
きょしつ

施錠
せじょう

は実施
じっし

してい

ない。
この期間

きかん

、居室
きょしつ

施錠
せじょう

は実施
じっし

していない。

粗暴
そぼう

に対
たい

するホールディングはあ

るが、「言葉
ことば

のやりとり」によっ

て切
き

り替
か

わり、施錠
せじょう

対応
たいおう

に至
いた

らず

に、不
ふ

安定
あんてい

が解消
かいしょう

されていた。こ

の期間
きかん

の居室
きょしつ

施
せ

錠
じょう

は、実施
じっし

してい

ない。

この期間
きかん

、居室
きょしつ

施錠
せじょう

はしていな

い。「職員
しょくいん

の関
かか

わり」「対応者
たいおうしゃ

を

替
か

えて、切
き

り替
か

えを図
はか

る」などに

より、不
ふ

安定
あんてい

時
じ

に、施錠
せじょう

に至
いた

るよ

うな状況
じょうきょう

とはならなかった。

　実
じつ

 施
し

 月
づき

：　令和
れいわ

５年
ねん

４月
がつ

の実施
じっし

状況
じょうきょう

　拘束時間
こうそくじかん

：未記入
みきにゅう

は未実施
みじっし

、A＝30分
ぷん

未満
みまん

、B＝30分
ぷん

以上
いじょう

１時間
じかん

未満
みまん

、C＝１時間
じかん

以上
いじょう

４時間
じかん

未満
みまん

、D＝４時間
じかん

以上
いじょう

８時間
じかん

未満
みまん

、E＝８時間
じかん

以上
いじょう

24時間
じかん

未満
みまん

、F＝24時間
じかん

県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

における身体
しんたい

拘束
こうそく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

（拘束
こうそく

種別
しゅべつ

毎
ごと

）

　拘束
こうそく

種別
しゅべつ

： やむを得
え

ず、自分
じぶん

の意思
いし

で開
あ

けることができない居室
きょしつ

等
とう

に隔離
かくり

する

粗暴
そぼう

になりそうな場面
ばめん

では、「言
こと

葉
ば

のやりとり」で、施
せ

錠
じょう

対応
たいおう

に至
いた

る状況
じょうきょう

にはならず、不
ふ

安定
あんてい

が解消
かいしょう

されていた。この期間
きかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

は実施
じっし

していない。

粗暴
そぼう

になりそうな場面
ばめん

では、「言
こと

葉
ば

のやりとり」で、施
せ

錠
じょう

対応
たいおう

に至
いた

る状況
じょうきょう

にならず、不
ふ

安定
あんてい

が解消
かいしょう

さ

れていた。この期
き

間
かん

の居室
きょしつ

施
せ

錠
じょう

は

実施
じっし

してない。

この期間
きかん

、居室
きょしつ

施錠
せじょう

は実施
じっし

しな

かった。「職員
しょくいん

の関
かか

わり」「対応
たいおう

者
しゃ

を替
か

えて、切
き

り替
か

えを図
はか

る」な

どにより、不
ふ

安定
あんてい

時
じ

に、居室
きょしつ

施錠
せじょう

に至
いた

るような状況
じょうきょう

とはならなかっ

た。

この期間
きかん

、居室
きょしつ

施錠
せじょう

は実施
じっし

しな

かった。「職員
しょくいん

の関
かか

わり」「対応
たいおうしゃ

者を替
か

えて、切
き

り替
か

えを図
はか

る」な

どにより、不
ふ

安定
あんてい

時
じ

に、居室
きょしつ

施錠
せじょう

に至
いた

るような状況
じょうきょう

とはならなかっ

た。

3月
がつ

末
まつ

に居室
きょしつ

ドアにサムターンキー

を設置
せっち

し、本人
ほんにん

に使用
しよう

方法
ほうほう

を覚
おぼ

え

てもらった。試行的
しこうてき

に夜間
やかん

の施錠
せじょう

対応
たいおう

を止
や

めてみたところ、夜間
やかん

に

ついても施錠
せじょう

せずに過
す

ごせるよう

になった。

この期間
きかん

、居室
きょしつ

施錠
せじょう

は実施
じっし

してい

ない。

粗暴
そぼう

になりそうな場面
ばめん

では、「言葉
ことば

のやりとり」

で、施錠
せじょう

対応
たいおう

に至
いた

るような状況
じょうきょう

にならず、不
ふ

安定
あんてい

が解消
かいしょう

されていた。この期間
きかん

、居室
きょしつ

施
せ

錠
じょう

は実施
じっし

し

なかった。



No. 実施
じっし

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち

７日
にち

８日
にち

９日
にち

10日
にち

11日
にち

12日
にち

13日
にち

14日
にち

15日
にち

16日
にち

17日
にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
にち

27日
にち

28日
にち

29日
にち

30日
にち

31日
にち

拘束
こうそく

時間
じかん

C C C C C B C C C C

拘束
こうそく

時間
じかん

B

この期間
きかん

、居室
きょしつ

施錠
せじょう

は実施
じっし

しな

かった。「職
しょく

員
いん

とのコミュニケー

ション」「落
お

ち着
つ

いた環境
かんきょう

」な

ど、安心
あんしん

できる生活
せいかつ

環境
かんきょう

の提供
ていきょう

を

行
おこな

っている。そのような見通
みとお

しが

持
も

てる支援
しえん

を行
おこな

うことで、身体
しんたい

拘
こう

束
そく

廃止
はいし

・軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりく

みを実
じっ

施
し

中
ちゅう

である。

27日
にち

は、日中
にっちゅう

活動
かつどう

終了後
しゅうりょうご

に、作業
さぎょう

室
しつ

の床
ゆか

のガム

テープへのこだわりをきっかけに、「こだわり行
こう

動
どう

」が広
ひろ

がっていき、制止
せいし

しようとした職員
しょくいん

の顔
かお

を叩
たた

こうとした。居室
きょしつ

誘導
ゆうどう

し、座
すわ

って落
お

ち着
つ

いて

もらおうとしたが、表情
ひょうじょう

が険
けわ

しくすぐ立
た

ち上
あ

が

り、職員
しょくいん

へ掴
つか

みかかろうと向
む

かってきたので、居
きょ

室
しつ

施錠
せじょう

を実施
じっし

した。表情
ひょうじょう

が落
お

ち着
つ

いたところで、

居室
きょしつ

施錠
せじょう

を解除
かいじょ

した。

4

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

頭
あたま

を叩
たた

く自傷
じしょう

行為
こうい

を職員
しょくいん

が制止
せいし

し

ようとすると、職員
しょくいん

や近
ちか

くの他
ほか

の

利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

があった。複
ふく

数
すう

職員
しょくいん

で対応
たいおう

するも、本人
ほんにん

の情緒
じょうちょ

安定
あんてい

につながらない状態
じょうたい

が続
つづ

いて

いる。怪我
けが

の恐
おそ

れがあるため、2

日
にち

・4日
にち

・7日
にち

に居室
きょしつ

施錠
せじょう

を実施
じっし

し

た。

この期間
きかん

、居室施錠
きょしつせじょう

は実施
じっし

しな

かった。「職
しょく

員
いん

とのコミュニケー

ション」「落
お

ち着
つ

いた環境
かんきょう

」な

ど、安心
あんしん

できる生活
せいかつ

環境
かんきょう

の提供
ていきょう

を

行
おこな

っている。そのような見
み

通
とお

しが

持
も

てる支援
しえん

を行
おこな

うことで、身体
しんたい

拘
こう

束
そく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりく

みを実
じっ

施
し

中
ちゅう

である。

頭
あたま

を叩
たた

く自傷
じしょう

行為
こうい

を職員
しょくいん

が制止
せいし

しようとすると、

職員
しょくいん

や近
ちか

くの他
ほか

の利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

があった。

複数
ふくすう

職員
しょくいん

で対応
たいおう

するも、本人
ほんにん

の情緒
じょうちょ

安定
あんてい

につなが

らない状態
じょうたい

が続
つづ

いている。怪我
けが

の恐
おそ

れがあるた

め、24日
にち

・25日
にち

・29日
にち

・30日
にち

に、居室
きょしつ

施錠
せじょう

を実施
じっし

した。

5

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

この期間
きかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

は、未
み

実施
じっし

だった。不
ふ

安定
あんてい

時
じ

には、「居室
きょしつ

へ

移動
いどう

するといった場面
ばめん

の切
き

り替
か

え」や「音楽
おんがく

を提供
ていきょう

するといった

気分
きぶん

の切
き

り替
か

え」を図
はか

ることで、

身体
しんたい

拘束
こうそく

につながらない支援
しえん

を

行
おこな

っている。

頭
あたま

を叩
たた

く自傷
じしょう

行為
こうい

を職員
しょくいん

が制止
せいし

し

ようとすると、職員
しょくいん

や近
ちか

くの他
ほか

の

利用者
りようしゃ

への粗暴
そぼう

行為
こうい

があった。複
ふく

数
すう

職員
しょくいん

で対応
たいおう

するも、本人
ほんにん

の情緒
じょうちょ

安定
あんてい

につながらない状態
じょうたい

が続
つづ

いて

いる。怪我
けが

の恐
おそ

れがあるため、16

日
にち

・19日
にち

・20日
にち

に居室
きょしつ

施錠
せじょう

を実施
じっし

した。

この期間
きかん

、居室
きょしつ

施錠
せじょう

は実施
じっし

しな

かった。「職
しょく

員
いん

とのコミュニケー

ション」「落
お

ち着
つ

いた環境
かんきょう

」な

ど、安心
あんしん

できる生活
せいかつ

環境
かんきょう

の提供
ていきょう

を

行
おこな

っている。そのような見通
みとお

しが

持
も

てる支援
しえん

を行
おこな

うことで、身体
しんたい

拘
こう

束
そく

廃止
はいし

・軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりく

みを実
じっ

施
し

中
ちゅう

である。



No. 実施
じっし

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち

７日
にち

８日
にち

９日
にち

10日
にち

11日
にち

12日
にち

13日
にち

14日
にち

15日
にち

16日
にち

17日
にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
にち

27日
にち

28日
にち

29日
にち

30日
にち

31日
にち

拘束
こうそく

時間
じかん

C D C A C C C D C C D D C D D D D C C C C C C C D C C B C

拘束
こうそく

時間
じかん

B A B C

拘束
こうそく

時間
じかん

C C C C C C C C C B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

「事前
じぜん

に次
つぎ

の動
うご

きを予告
よこく

する」な

ど、本人
ほんにん

が切
き

り替
か

える準
じゅん

備
び

期間
きかん

を

設
もう

けること、「生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

」

など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

け

た取組
とりく

みを実施
じっし

している。他
ほか

の利
り

用者
ようしゃ

に対
たい

する粗暴
そぼう

があり、また、

本人
ほんにん

が施錠
せじょう

してほしいと訴
うった

えるこ

とがある。その際
さい

は、施錠
せじょう

できな

いことを伝
つた

え、なるべく施
せ

錠
じょう

しな

いようにしている。

取組
とりく

みにより落
お

ち着
つ

いており、居室施錠
きょしつせじょう

は、28

日
にち

・29日
にち

のみ、短時間
たんじかん

実
じっ

施
し

した。「現物
げんぶつ

提示
ていじ

によ

る伝
つた

え方
かた

」「余暇
よか

支援
しえん

」など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃止
はいし

・軽
けい

減
げん

に向
む

けた取組
とりく

みを実施
じっし

中
ちゅう

である。

昼食
ちゅうしょく

を含
ふく

めて、活動時間
かつどうじかん

は、他
た

利用者
りようしゃ

と活動室
かつどうしつ

で

過
す

ごし、帰寮
きりょう

しない取組
とりく

みを継続
けいぞく

中
ちゅう

である。他
ほか

の

利
り

用
よう

者
しゃ

と同室
どうしつ

で活動
かつどう

することで、他者
たしゃ

との良好
りょうこう

な

関
かか

わり方
かた

を習得
しゅうとく

出来
でき

るよう、寮内居室外
りょうないきょしつがい

で過
す

ごす

時
じ

間
かん

を設
もう

けている。

「事前
じぜん

に次
つぎ

の動
うご

きを予告
よこく

する」など、本人
ほんにん

が切
き

り

替
か

える準備
じゅんび

期間
きかん

を設
もう

けること、「生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整
せい

備
び

」など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりく

みを

実施
じっし

している。他
ほか

の利用者
りようしゃ

に対
たい

する粗暴
そぼう

があり、

また、本人
ほんにん

が施錠
せじょう

してほしいと訴
うった

えることがあ

る。その際
さい

は、施錠
せじょう

できないことを伝
つた

え、なるべ

く施
せ

錠
じょう

しないようにしている。

6

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

取組
とりく

みにより落
お

ち着
つ

いており、居
きょ

室施錠
しつせじょう

は、18日
にち

のみ、短時間
たんじかん

実
じっ

施
し

した。「現物
げんぶつ

提示
ていじ

による伝
つた

え方
かた

」

「余暇
よか

支
し

援
えん

」など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりく

みを実施
じっし

中
ちゅう

である。

「事前
じぜん

に次
つぎ

の動
うご

きを予告
よこく

する」な

ど、本人
ほんにん

が切
き

り替
か

える準備
じゅんび

期間
きかん

を

設
もう

けること、「生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

」

など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

け

た取組
とりく

みを実施
じっし

している。他
ほか

の利
りよ

用者
うしゃ

に対
たい

する粗暴
そぼう

があり、また、

本人
ほんにん

が施錠
せじょう

してほしいと訴
うった

えるこ

とがある。その際
さい

は、施錠
せじょう

できな

いことを伝
つた

え、なるべく施
せ

錠
じょう

しな

いようにしている。

昼食
ちゅうしょく

を含
ふく

めて、活動時間
かつどうじかん

は、他
た

利
りよ

用者
うしゃ

と活動室
かつどうしつ

で過
す

ごし、帰寮
きりょう

しな

い取組
とりく

みを継続
けいぞく

中
ちゅう

である。他
ほか

の利
りよ

用
う

者
しゃ

と同室
どうしつ

で活動
かつどう

することで、他
たしゃ

者との良好
りょうこう

な関
かか

わり方
かた

を習得
しゅうとく

出来
でき

るよう、寮内居室外
りょうないきょしつがい

で過
す

ごす時間
じかん

を設
もう

けている。

昼食
ちゅうしょく

を含
ふく

めて、活動時間
かつどうじかん

は、他
た

利
りよ

用者
うしゃ

と活動室
かつどうしつ

で過
す

ごし、帰寮
きりょう

しな

い取組
とりく

みを継続
けいぞく

中
ちゅう

である。他
ほか

の利
りよ

用
う

者
しゃ

と同室
どうしつ

で活動
かつどう

することで、他
たしゃ

者との良好
りょうこう

な関
かか

わり方
かた

を習得
しゅうとく

出来
でき

るよう、寮内居室外
りょうないきょしつがい

で過
す

ごす時間
じかん

を設
もう

けている。

7

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

8

取組
とりく

みにより落
お

ち着
つ

いており、こ

の期間
きかん

の居室
きょしつ

施
せ

錠
じょう

は、実施
じっし

しな

かった。「現物
げんぶつ

提示
ていじ

による伝
つた

え

方
かた

」「余暇
よか

支援
しえん

」など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃止
はいし

・軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりく

みを実施
じっし

中
ちゅう

である。

取組
とりく

みにより落
お

ち着
つ

いており、居
きょ

室施錠
しつせじょう

は、13日
にち

のみ、短時間
たんじかん

実
じっ

施
し

した。「現物
げんぶつ

提示
ていじ

による伝
つた

え方
かた

」

「余暇
よか

支
し

援
えん

」など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりく

みを実施
じっし

中
ちゅう

である。

昼食
ちゅうしょく

を含
ふく

めて、活動時間
かつどうじかん

は、他
た

利
りよ

用者
うしゃ

と活動室
かつどうしつ

で過
す

ごし、帰寮
きりょう

しな

い取組
とりく

みを継続
けいぞく

中
ちゅう

である。他
ほか

の利
りよ

用
う

者
しゃ

と同室
どうしつ

で活動
かつどう

することで、他
たしゃ

者との良好
りょうこう

な関
かか

わり方
かた

を習得
しゅうとく

出来
でき

るよう、寮内居室外
りょうないきょしつがい

で過
す

ごす時間
じかん

を設
もう

けている。

「事前
じぜん

に次
つぎ

の動
うご

きを予告
よこく

する」な

ど、本人
ほんにん

が切
き

り替
か

える準備
じゅんび

期間
きかん

を

設
もう

けること、「生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

」

など、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃
はい

止
し

・軽減
けいげん

に向
む

け

た取組
とりく

みを実施
じっし

している。他
ほか

の利
りよ

用者
うしゃ

に対
たい

する粗暴
そぼう

があり、また、

本人
ほんにん

が施錠
せじょう

してほしいと訴
うった

えるこ

とがある。その際
さい

は、施錠
せじょう

できな

いことを伝
つた

え、なるべく施
せ

錠
じょう

しな

いようにしている。



No. 実施
じっし

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち

７日
にち

８日
にち

９日
にち

10日
にち

11日
にち

12日
にち

13日
にち

14日
にち

15日
にち

16日
にち

17日
にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
にち

27日
にち

28日
にち

29日
にち

30日
にち

31日
にち

拘束
こうそく

時間
じかん

C B A A B A

拘束
こうそく

時間
じかん

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束
こうそく

時間
じかん

D D D C D D D D E D E D D E D C C D C C C D C D E C C C D D

職員
しょくいん

が対応
たいおう

できないときのみ、居室
きょしつ

施錠
せじょう

してい

る。ご本人
ほんにん

の好
す

きなテレビ番組
ばんぐみ

を見
み

たり、他
ほか

の利
りよ

用者
うしゃ

との交流
こうりゅう

ができるよう、職員
しょくいん

が見守
みまも

りを行
おこな

っ

ている。

日中開錠時
にっちゅうかいじょうじ

、他
ほか

の利用者
りようしゃ

に向
む

かって行
い

く事
こと

があ

る。自立
じりつ

課題
かだい

は、職員
しょくいん

が見守
みまも

り対応
たいおう

の上
うえ

、開錠
かいじょう

し

た居室
きょしつ

で取組
とりく

んでいる。食事
しょくじ

中
ちゅう

は、開錠
かいじょう

してい

る。

職員
しょくいん

が対応
たいおう

できないときのみ、居
きょ

室
しつ

施錠
せじょう

している。ご本人
ほんにん

の好
す

きな

テレビ番組
ばんぐみ

を見
み

たり、他
ほか

の利用者
りようしゃ

との交流
こうりゅう

ができるよう、職員
しょくいん

が見
みま

守
も

りを行
おこな

っている。

一時的
いちじてき

に活動
かつどう

性
せい

が高
たか

くなった時
とき

に、対応
たいおう

が困難
こんなん

な場合
ばあい

は居室
きょしつ

施錠
せじょう

しているが、できる限
かぎ

り、ご本人
ほんにん

の好
す

きなテレビ番組
ばんぐみ

を見
み

たり、他
ほか

の利
り

用者
ようしゃ

との交流
こうりゅう

ができるよう、

職員
しょくいん

が見守
みまも

りを行
おこな

っている。

日中開錠時
にっちゅうかいじょうじ

、他
ほか

の利用者
りようしゃ

に向
む

かっ

て行
い

く事
こと

がある。自立
じりつ

課題
かだい

は、職
しょく

員
いん

が見守
みまも

り対応
たいおう

の上
うえ

、開錠
かいじょう

した居
きょ

室
しつ

で取組
とりく

んでいる。食事
しょくじ

中
ちゅう

は、開
かい

錠
じょう

している。

イレギュラーな日課
にっか

等
など

により、不
ふ

調
ちょう

になることが

あった。「経験
けいけん

を積
つ

む」「嫌
いや

な気持
きも

ちを共有
きょうゆう

す

る」「日常的
にちじょうてき

に職員
しょくいん

と関
かか

わる」等
など

によって、気持
きも

ちの安定
あんてい

を図
はか

る取組
とりく

みを、継続
けいぞく

していく。

イレギュラーな日課
にっか

等
など

により、不
ふ

調
ちょう

になることがあった。「経験
けいけん

を

積
つ

む」「嫌
いや

な気持
きも

ちを共有
きょうゆう

する」

「日常的
にちじょうてき

に職員
しょくいん

と関
かか

わる」等
など

に

よって、気持
きも

ちの安定
あんてい

を図
はか

る取組
とりく

みを、継続
けいぞく

していく。

職員
しょくいん

が対応
たいおう

できないときのみ、居
きょ

室
しつ

施錠
せじょう

している。ご本人
ほんにん

の好
す

きな

テレビ番組
ばんぐみ

を見
み

たり、他
ほか

の利用者
りようしゃ

との交流
こうりゅう

ができるよう、職員
しょくいん

が見
みま

守
も

りを行
おこな

っている。

9

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

日中開錠時
にっちゅうかいじょうじ

、他
ほか

の利用者
りようしゃ

に向
む

かっ

て行
い

く事
こと

がある。自立
じりつ

課題
かだい

は、職
しょく

員
いん

が見守
みまも

り対応
たいおう

の上
うえ

、開錠
かいじょう

した居
きょ

室
しつ

で取組
とりく

んでいる。食事
しょくじ

中
ちゅう

は、開
かい

錠
じょう

している。

イレギュラーな日課
にっか

等
など

により、不
ふ

調
ちょう

になることがあった。「経験
けいけん

を

積
つ

む」「嫌
いや

な気持
きも

ちを共有
きょうゆう

する」

「日常的
にちじょうてき

に職員
しょくいん

と関
かか

わる」等
など

に

よって、気持
きも

ちの安定
あんてい

を図
はか

る取組
とりく

みを、継続
けいぞく

していく。

イレギュラーな日課
にっか

等
など

により、不
ふ

調
ちょう

になることがあった。「経験
けいけん

を

積
つ

む」「嫌
いや

な気持
きも

ちを共有
きょうゆう

する」

「日常的
にちじょうてき

に職員
しょくいん

と関
かか

わる」等
など

に

よって、気持
きも

ちの安定
あんてい

を図
はか

る取組
とりくみ

みを、継続
けいぞく

していく。

11

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

10

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

日中開錠時
にっちゅうかいじょうじ

、他
ほか

の利用者
りようしゃ

に向
む

かっ

て行
い

く事
こと

がある。自立
じりつ

課題
かだい

は、職
しょく

員
いん

が見守
みまも

り対応
たいおう

の上
うえ

、開錠
かいじょう

した居
きょ

室
しつ

で取組
とりく

んでいる。食事
しょくじ

中
ちゅう

は、開
かい

錠
じょう

している。



No. 実施
じ っ し

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち

７日
にち

８日
にち

９日
にち

10日
にち

11日
にち

12日
にち

13日
にち

14日
にち

15日
にち

16日
にち

17日
にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
にち

27日
にち

28日
にち

29日
にち

30日
にち

31日
にち

拘束
こうそく

時間
じかん

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

　拘束時間
こ う そ く じ か ん

：未記入
み き に ゅ う

は未実施
み じ っ し

、A＝30分
ぷん

未満
み ま ん

、B＝30分
ぷん

以上
いじょう

１時間
じ か ん

未満
み ま ん

、C＝１時間
じ か ん

以上
いじょう

４時間
じ か ん

未満
み ま ん

、D＝４時間
じ か ん

以上
いじょう

８時間
じ か ん

未満
み ま ん

、E＝８時間
じ か ん

以上
いじょう

24時間
じ か ん

未満
み ま ん

、F＝24時間
じ か ん

1

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

見守
みまも

り強化
きょうか

をすることで、日中
にっちゅう

の

静養
せいよう

時
じ

はベッド柵
さく

を撤去
てっきょ

して休
やす

ん

でいる。

夜間
やかん

帯
たい

については、身体
しんたい

拘束
こうそく

の解
かい

除
じょ

に向
む

けた検討
けんとう

を続
つづ

けている。

9日
にち

、起床後
きしょうご

に激
はげ

しい体動
たいどう

を伴
ともな

う発
ほっ

作
さ

があり、6:45～9:17まで、ベッ

ド柵２点を使用し静養
せいよう

していただ

いた。それ以外
いがい

の日中
にっちゅう

の静養
せいよう

時
じ

は、見守
みまも

り強化
きょうか

をすることで、

ベッド柵
さく

は使用
しよう

せず休
やす

んでいる。

夜間
やかん

帯
たい

については、身体
しんたい

拘束
こうそく

の解
かい

除
じょ

に向
む

けた検討
けんとう

を続
つづ

けている。

18日
にち

の昼
ひる

に発作
ほっさ

があり、転落
てんらく

防止
ぼうし

のために11:53～13:50まで、ベッ

ド柵
さく

２点
てん

を使用
しよう

し静養
せいよう

していただ

いた。それ以外
いがい

は、見
み

守
まも

り強化
きょうか

を

することにより、日中
にっちゅう

のベッド柵
さく

を撤去
てっきょ

している。夜間
やかん

帯
たい

について

は、身体
しんたい

拘束
こうそく

の解除
かいじょ

に向
む

けた検討
けんとう

を続
つづ

けている。

見
み

守
まも

り強化
きょうか

をすることで、日中
にっちゅう

の静養
せいよう

時
じ

は、ベッ

ド柵
さく

を使用
しよう

せず休
やす

んでいる。

発作
ほっさ

のデータを検証
けんしょう

し、身体
しんたい

拘束
こうそく

を行
おこな

わずに安全
あんぜん

を確保
かくほ

出来
でき

ないか、ということと併
あわ

せて、引
ひ

き続
つづ

き、夜間
やかん

帯
たい

の身体
しんたい

拘束
こうそく

解除
かいじょ

に向
む

けた検討
けんとう

を続
つづ

けて

いる。

県立
け ん り つ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

における身体
し ん た い

拘束
こ う そ く

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

（拘束
こ う そ く

種別
し ゅ べ つ

毎
ご と

）

　拘束
こうそく

種別
しゅべつ

： やむを得
え

ず、自分
じ ぶ ん

で降
お

りられないようにベッド柵
さ く

（サイドレール）を使用
し よ う

する

　実
じつ

 施
し

 月
づき

：　令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう



No. 実施
じっし

日
ひ

１日
にち

２日
にち

３日
にち

４日
にち

５日
にち

６日
にち

７日
にち

８日
にち

９日
にち

10日
にち

11日
にち

12日
にち

13日
にち

14日
にち

15日
にち

16日
にち

17日
にち

18日
にち

19日
にち

20日
にち

21日
にち

22日
にち

23日
にち

24日
にち

25日
にち

26日
にち

27日
にち

28日
にち

29日
にち

30日
にち

31日
にち

拘束
こうそく

時間
じかん

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C D D D D D D

県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

における身体
しんたい

拘束
こうそく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

（拘束
こうそく

種別
しゅべつ

毎
ごと

）

　拘束
こうそく

種別
しゅべつ

： やむを得
え

ず行
おこな

う、その他
た

身体
しんたい

拘束
こうそく

に当
あ

たる行為
こうい

（車
くるま

いすテーブル等
とう

）

　実
じつ

 施
し

 月
づき

：　令和
れいわ

５年
ねん

４月
がつ

の実施
じっし

状況
じょうきょう

　拘束時間
こうそくじかん

：未記入
みきにゅう

は未実施
みじっし

、A＝30分
ぷん

未満
みまん

、B＝30分
ぷん

以上
いじょう

１時間
じかん

未満
みまん

、C＝１時間
じかん

以上
いじょう

４時間
じかん

未満
みまん

、D＝４時間
じかん

以上
いじょう

８時間
じかん

未満
みまん

、E＝８時間
じかん

以上
いじょう

24時間
じかん

未満
みまん

、F＝24時間
じかん

車
くるま

いす使用中
しようちゅう

、体
からだ

を下方
かほう

に移動
いどう

し、座位
ざい

を保持
ほじ

で

きずに、車
くるま

いすから落
お

ちそうになる。導尿
どうにょう

カテー

テル抜管
ばっかん

によるケガに、配慮
はいりょ

している。職員
しょくいん

が見
みま

守
も

りを行
おこな

いながら、車
くるま

いすベルトの解除
かいじょ

に取組
とりく

む。

車
くるま

いす乗車
じょうしゃ

中
ちゅう

、本人
ほんにん

が好
この

む座
すわ

り位
いち

置に体
からだ

をずらすため、足
あし

を振
ふ

り上
あ

げながら体
からだ

を動
うご

かす。座面
ざめん

からず

り落
お

ちて、カテーテルが引
ひ

っ張
ぱ

ら

れ、抜管
ばっかん

につながる可能
かのう

性
せい

があ

る。そのため、職員
しょくいん

見守
みまも

りのう

え、転倒
てんとう

に配慮
はいりょ

しながら、車
くるま

いす

ベルトの解除
かいじょ

に取組
とりく

む。

車
くるま

いすに座
すわ

っている際
さい

、腰
こし

を前方
ぜんぽう

にずらし、ずり落
お

ちそうになる。

それにより、カテーテルが引
ひ

っ張
ぱ

られた状態
じょうたい

となることがある。職
しょく

員
いん

が見守
みまも

り、ケガに配慮
はいりょ

しなが

ら、短時間
たんじかん

の解除
かいじょ

を重
かさ

ねる。

1

取組
とりくみ

状況
じょうきょう

職員
しょくいん

が見守
みまも

りる中
なか

、車
くるま

いすベルト

を解除
かいじょ

することで、「ずり落
お

ち」

や「体
からだ

を跳
は

ね上
あ

げる」などの動
うご

き

に、すぐに対応
たいおう

できるよう、配慮
はいりょ

している。短時間
たんじかん

の解除
かいじょ

を重
かさ

ねな

がら、軽減
けいげん

に取組
とりく

む。


